
   綾瀬市日本語教室開催経費事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、日本語教室が実施する外国につながりのある市民等への日本語

等の学習支援事業等を市が支援し、外国につながりのある市民等の地域社会におけ

る共生及び活躍を促進するため、当該事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲

内において補助金を交付することについて、綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関

する規則（昭和５１年綾瀬町規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1) 日本語教室 国籍や宗教、職業等の帰属による制約（宗教等の制約に対応した

合理的配慮及び効果的な学習支援を目的とした年齢等による制約を除く。）を設

けずに、外国につながりのある市内在住、在勤、在学の者を対象として、日本語

及び学校の宿題等の学習支援、並びに国際交流又は多文化共生を目的とした課外

授業を提供する場をいう。 

(2) 団体 市内に活動拠点を有し、営利を目的とせず、前号に規定する活動を行う

団体で、規約、会則又は定款を有し、３人以上で構成する団体をいう。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、団体

が実施する日本語教室に係る事業とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助の対象としない。 

(1) 市から他の補助金を受ける事業 

(2) 申請する当該年度における本補助金以外の収入が１０万円以上を有する事業 

(3) 前年度繰越金が１０万円以上を有する事業 

 （補助対象経費等） 

第４条 補助対象経費、補助対象経費の種類、補助額及び補助限度額は、別表のとお

りとする。ただし、補助対象事業とそれ以外の活動に要した経費との明確な区分が困

難なものは、補助対象経費から除外とする。 



２ 補助金の額は、別表を基に算出した補助額に１，０００円未満の端数があるとき

は、当該端数を切り捨てた額とする。 

３ 国、県及びその他民間団体等から助成金等を受けている場合は、その金額を補助

対象経費から控除する。 

 （補助金の申請及び提出期限） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、日本語教室開催経費事業補助金交付申

請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添付し、４月末日までに市長に申請しなけ

ればならない。ただし、年度の途中に新規開設する日本語教室はこの限りでない。 

(1) 団体の規約、会則又は定款 

 (2) 団体所属講師名簿 

(3) 事業計画書（第２号様式） 

 (4) 事業収支予算書（第３号様式） 

 (5) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項に掲げる申請は、同一年度内において各団体１回までとする。 

 （交付決定等の通知） 

第６条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、当該補助金の交付の申請をした

者に対し、日本語教室開催経費事業補助金交付決定通知書（第４号様式）により、

その旨を通知するものとする。 

２ 市長は、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、当該補助金の交付

の申請をした者に対し、その旨を通知するものとする。 

 （申請の取下げ） 

第７条 規則第８条第１項の規定による市長の定める期日は、交付の決定を受けた日

から起算して１５日以内とする。 

 （中止等の承認申請） 

第８条 規則第６条第１号及び第２号の規定による承認を受けようとする場合は、日

本語教室開催経費事業補助金変更等承認申請書（第５号様式）に変更、中止又は廃

止の理由を記載し、関係書類を添付し、市長に申請しなければならない。 

 （補助金の交付） 

第９条 市長は、規則第１１条に規定する請求書の提出があった日から３０日以内に

概算払により補助金を交付するものとする。 

 （実績報告） 



第１０条 補助金の交付を受けた団体は､補助対象事業が終了したときは、日本語教室

開催経費事業補助金実績報告書（第６号様式）に次に掲げる書類を添付して、補助

対象事業が完了した日から起算して１４日以内に市長に提出しなければならない。 

 (1) 事業収支決算書（第７号様式） 

 (2) 教材購入費に係る領収書等支払いの事実及び教材名が確認できる書類 

 （額の確定） 

第１１条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審

査し、日本語教室開催経費事業補助金確定金額通知書（第８号様式）により補助金

の交付を受けた団体に通知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本語教室開催経費事業

補助金返還通知書（第９号様式）により通知し、補助金を返還させるものとする。 

(1) 規則第１４条の規定に該当したとき 

(2) 前条の規定により、交付すべき補助金の額が確定したことにより返還額が生じ

たとき 

 （書類の整備等） 

第１３条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出の経理状況を明

らかにした帳簿を備え、かつ、それらに関する証拠書類を整備し、保存するものと

する。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計

年度の翌年度から起算して５年間保存するものとする。 

 （委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年５月２０日から施行する。 

附 則 



 この要綱は、令和３年２月１７日から施行し、本要綱第４条に係る規定は、令和２

年４月１日に遡及して適用する。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 



別表 （第４条関係） 

補助対象経費 補助対象経費の種類 補助額 補助限度額 

交通費 講師の移動を伴う交通費

に相当する経費 

講師１人につき 

３５０円（定額） 

１００，０００円 

消耗品費 単価３万円未満（税込）

の物品の購入に要した経

費（飲食物は補助対象外） 

経費に２分の１以内

（新規開設団体は初

年度のみ３分の２以

内）を乗じて得た額以

内（１円未満の端数が

ある場合は切り捨て） 

印刷費 各種資料、学習教材等の

コピー又は印刷製本に要

した経費 

研修費 講師の技能向上を目的と

した外部機関の研修受講

又は外部講師の招聘に要

した経費 

保険料 ボランティア保険等の加

入に要した経費 

通信運搬費 郵送代又は運送代のほ

か、インターネットを利

用した通信サービスに要

した経費 

その他の補助

対象経費 

日本語学習支援環境の向

上に必要かつ効果的であ

ると、市長が認めた事業

に要した経費（市との事

前協議が必要） 

教材購入費 学習教材の購入経費 購入に要した額 １０，０００円 

 

 



第１号様式（第５条関係） 

 

日本語教室開催経費事業補助金交付申請書 

（      年度分） 

 

                             年  月  日  

 

 （宛先）綾瀬市長 

 

申請者 団体名称 

                  代表者住所 

                  代表者職名 

代表者氏名            

 

綾瀬市日本語教室開催経費事業補助金交付要綱第５条の規定により、次のとおり関

係書類を添えて申請します。 

 

１ 事業期間    年  月  日 から    年  月  日 まで 

２ 事業費総額                         円 

３ 交付申請額                         円 

４ 主な活動場所  

５ 添付書類 (1) 団体の規約、会則又は定款 

(2) 団体所属講師名簿 

(3) 事業計画書（第２号様式） 

(4) 事業収支予算書（第３号様式） 

(5) その他市長が必要と認める書類 

 

 



第２号様式（第５条関係） 

 

事 業 計 画 書 

（      年度分） 

 

１ 団体名称  

２ 事業期間  

３ 事業計画 

(1) 教室の開催 

    年 間：   回 

活動日：原則として 

 

(2) 課外授業及び研修等 ※教室以外の場所で開催する事業も含む 

    ・ 

    概要：                           

    ・                           

    概要：     

・ 

 概要：                           

   ・                           

    概要： 

 

 



第３号様式（第５条関係） 

 

事 業 収 支 予 算 書 

（      年度分） 

１ 収入の部 

科 目 予算額 説   明 

市補助金 円 日本語教室開催経費事業補助金 

自主財源 円  

その他助成金等 円  

収入合計（Ａ） 円  

 

２ 支出の部 

科 目 予算額 
うち市補助

見込額 
説   明 

交通費相当額 円 円 350円×講師出席回数 回／年 

消耗品費 円 円  

印刷費 円 円  

研修費 円 円  

保険料 円 円  

通信運搬費 円 円  

その他の市補助

対象経費 
円 円  

教材購入費 円 円  

その他の市補助

対象外経費 
円 対象外  

予備費 円 対象外 ※自主財源の範囲内 

支出合計（Ｂ） 円 円 ※市補助は 1,000円未満の端数切捨て 

収入（Ａ）―支出（Ｂ）＝    円



第４号様式（第６条関係） 

 

日本語教室開催経費事業補助金交付決定通知書 

（      年度分） 

 

                              年  月  日  

 

             様 

 

綾瀬市長       印   

 

年   月   日付けで申請のありました日本語教室開催経費事業補助金

は、次のとおり決定しましたので綾瀬市日本語教室開催経費事業補助金交付要綱第６

条の規定に基づき通知します。 

 

補 助 金 の 交 付 

□ 交付する 

□ 交付しない 

 （理由：                   ） 

補助金交付申請額                      円 

補助金交付決定額                      円 

補 助 要 件 

補助対象事業を実施するにあたり、次の場合は、速やかに市

長の承認を受けてください。 

(1) やむを得ず補助対象事業の内容を変更しなければなら

ない場合 

(2) 補助事業を中止又は廃止しようとする場合 

備 考  



第５号様式（第８条関係） 

 

日本語教室開催経費事業補助金変更等承認申請書 

（      年度分） 

 

年   月   日  

 

（宛先）綾瀬市長 

 

申請者 団 体 名 称  

                   代表者住所  

代表者職名  

代表者氏名            

 

    年   月   日付けで交付決定を受けた日本語教室開催経費事業補助金

に係る補助対象事業を次のとおり変更（中止・廃止）したいので、関係書類を添えて

申請します。 

 

１ 変更の内容  １．変更 ２．中止 ３．廃止 

２ 変更等の理由 

 

 

 

 

３ 添付書類 

(1) 変更内容がわかる書類（変更の場合） 

(2) 実績報告書（廃止の場合） 

(3) 事業収支決算書（廃止の場合） 

 



第６号様式（第１０条関係） 

 

日本語教室開催経費事業補助金実績報告書 

（      年度分） 

                             年  月  日  

（宛先）綾瀬市長 

 

申請者 団 体 名 称 

                  代表者住所  

代表者職名  

                  代表者氏名            

 

年   月   日付けで交付決定を受けた日本語教室開催経費事業補助金に

係る補助対象事業の実績を報告します。 

１  事業の期間      年  月  日 から    年  月  日 まで 

２  事業費総額                       円 

３ 補助額                       円 

４ 実施内容 

※(1)～(4)の内容で、

団体で独自に作成し

ている書類があれば

別添でも可 

(1) 実施回数：    回 

(2) 参加者延べ人数：     人 

(3) 参加者の出身国： 

 

 

(4) 事業の成果： 

 

 

 

５ 添付書類 

(1) 事業収支決算書（第７号様式） 

(2) 教材購入費に係る領収書等支払いの事実及び教材名が確認

できる書類 



第７号様式（第１０条関係） 

事 業 収 支 決 算 書 

（      年度分） 

１ 収入の部 

科 目 決算額 説   明 

市補助金 円 日本語教室開催経費事業補助金 

自主財源 円  

その他助成金等 円  

収入合計（Ａ） 円  

 

２ 支出の部 

科 目 決算額 
うち市補助

見込額 
説   明 

交通費相当額 円 円 350円×講師出席回数 回／年 

消耗品費 円 円  

印刷費 円 円  

研修費 円 円  

保険料 円 円  

通信運搬費 円 円  

その他の市補助

対象経費 
円 円  

教材購入費 円 円  

その他の市補助

対象外経費 
円 対象外  

次年度繰越金 円 対象外 ※自主財源の範囲内 

支出小計 円 円 ※市補助は 1,000円未満の端数切捨て 

市返還予定額 円  
収入の部「市補助金」から、支出の部「うち市

補助見込額」の支出小計を控除して算出 

支出合計（Ｂ） 円   

収入（Ａ）―支出（Ｂ）＝    円 

 

 



第８号様式（第１１条関係） 

 

日本語教室開催経費事業補助金確定金額通知書 

（      年度分） 

                             年  月  日  

             様 

 

綾瀬市長       印   

 

    年   月   日付けで報告のありました日本語教室開催経費準備補助金

事業報告書に基づき、本事業に係る補助金の額について次のとおり確定しましたので

通知します。 

 

 

１ 既交付額（A）                  円 

２ 実績報告額                  円 

３ 確定額(B)                  円 

４ 精算額(A)-(B)                  円 

※確定額が既交付額を下回った場合は、綾瀬市日本語教室開催 

経費事業補助金交付要綱第１２条の規定に基づき、精算額分 

を請求します。 

 

 

 



第９号様式（第１２条関係） 

 

日本語教室開催経費事業補助金返還通知書 

（      年度分） 

 

年   月   日  

 

             様 

 

綾瀬市長       印   

 

    年   月   日付けで申請のあった日本語教室開催経費事業補助金の交

付については、綾瀬市日本語教室開催経費事業補助金交付要綱第１２条の規定により、

次のとおり返還してください。 

１ 返還金額                  円 

２ 返還理由  

 

 


